
 

当事業者はご利用者に対して彦根市介護予防・日常生活支援総合事業第１号通所事業（介護予

防通所介護相当サービス）を提供します。事業所の概要や提供されるサービスの内容等につい

て、次の通り説明します。 

 

１．施設経営法人 

法   人    名 社会福祉法人さざなみ会 

法 人 所 在 地 滋賀県彦根市城町二丁目13番3号 

 代 表 者 名 理事長 上田 暁成 

法 人 設 立 年 月 日 平成13年7月27日 

電 話 番 号 ０７４９－２７－１４１１ 

 

２．ご利用施設の概要 

施 設 の 名 称 さざなみ苑デイサービスセンター 

施 設 の 所 在 地 滋賀県彦根市城町二丁目13番3号 

電 話 番 号 ０７４９－２７－１５６３ 

施 設 管 理 者 名 施設長 上田 暁成 

サ ー ビ ス の 種 類 第１号通所事業 （介護予防通所介護相当サービス） 

指定年月日・事業所番号 平成３０年４月１日指定 ２５７０２００３４１ 

利 用 定 員  定員１日３５人   

事 業 の 実 施 地 域 彦根市内 

併 設 事 業 所 

介護老人福祉施設（従来型、ユニット型） 

短期入所介護施設、通所介護施設、グループホーム 

居宅介護支援センター 

 

３．事業の目的と運営の方針 

事業の目的 
要支援状態等の利用者に対し、適切な介護予防通所介護相当サービスを提供

することを目的とします。 

運営の方針 

利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができ

るよう、必要な日常生活上の支援および機能訓練を行うことにより、利用者

の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持または向上を

目指します。サービスの提供に当たっては利用者の意思および人格を尊重し

て常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めます。 
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４．提供するサービスの内容 

第１号通所事業（介護予防通所介護相当サービス）は、事業者が設置する事業所（デイサービ

スセンター）に通っていただき、健康状態の確認や食事サービス、入浴サービス、生活等に関す

る相談及び助言、レクリエーション活動、栄養改善サービス、口腔機能向上サービス等、利用者

の心身機能の維持を図るサービスです。 

 

５．営業日時 

営 業 日 
月曜日から土曜日まで。 

ただし、日曜日、１月１日～３日は休日とします。 

営業時間  午前８時１５分から午後５時００分までとします。 

サービス 

提供時間 
 午前９時３０分から午後３時４０分までとします。 

 

６．事業所の職員体制 

区分 配置人数 

 

職 
 

員 

管 理 者 １名 

生 活 相 談 員 ２名以上 

介 護 職 員 ５名以上 

看 護 職 員 ２名以上 

機能訓練指導員 １名以上（兼務） 

勤
務

体
制 

介 護 職 員 日勤（Ｈ） ８：１５～１７：００ 

看 護 職 員 日勤（Ｈ） ８：１５～１７：００  

 

７．施設が提供する介護サービス 

当施設では、ご利用者に対して以下のサービスを提供します。 

項  目 サービス内容 

１．食 事 

・ケアプランにおいて食事の提供が予定されている方に管理栄養士の立てる

献立表により、栄養並びにご利用者の身体の状況および嗜好を考慮した食

事を提供します。また、管理栄養士が栄養ケア計画を作成し、これに基づ

く適切な栄養改善サービスを提供します。 

・食事提供時間  昼食 １２：００～ 

２．排 泄 ・ご利用者の排泄の介助を行います。 

３．入 浴 
・ご利用者のケアプランに基づき、入浴または清拭を行います。寝たきりの

方でも機械浴槽を使用して入浴することができます。 

４.機能訓練 
・ご利用者の心身の状況に応じて日常生活を営むのに必要な機能を回復し、

またはその減退を防止するため運動器機能向上サービスを提供します。 

５.口腔機能

向上 

・歯科衛生士等が口腔機能改善のための計画を作成しこれに基づく適切なサ

ービスを提供します。 

６．健康管理 ・看護職員により必要に応じてバイタルチェックを行います。 

７．生活相談 ・ご利用者とその家族からのご相談に応じます。 
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８．福祉サービス第三者評価事業の受審状況 

受審の有無 有 ・ 無 

受審内容 

評価機関  

結果の公表 

公表の有無 有  ・  無 

公表の方法 
 

 

９．緊急時における対応方法 

サービス提供中に利用者の体調や容体の急変、その他の緊急事態が生じたときは、速やかに

主治医及び家族等へ連絡を行う等、必要な措置を講じます。 

 

10．事故発生時の対応 

 サービスの提供により事故が発生した場合は、ご家族、彦根市、関係医療機関等への連絡を行

うなど必要な処置を講じ、事故の状況や事故に際してとった処置について記録し、賠償すべき事

故の場合には、損害賠償を速やかに行います。 

ただし、事業所及び従業者の責に帰すべからざる事由による場合はこの限りではありません。 

 

11．利用料金及びお支払い方法 

   利用料金・費用は「重要事項説明書別紙」の記載のとおりです。 

（１）支払い方法は下記のとおりです。 

ア．窓口での現金支払 

イ．下記指定口座への振込み 

  長浜信用金庫  本店営業部  普通預金５５３２４８ 

  名義：社会福祉法人 さざなみ会  理事長 上田暁成 

ウ．各種金融機関口座からの自動引き落とし 

（２）料金の変更 

① 介護報酬等の変更が行われた場合は、新たな料金に基づき「重要事項説明書別紙」を作成

交付します。 

② 利用者は、料金の変更に同意することが出来ない場合、事業者に対し文書で通知すること

により、この契約を解約することができます。 

 

12．苦情・相談等の受付について 

   当施設のサービスについて、苦情・相談等は、以下の専用窓口で受付けます。 

（１）当施設における苦情・相談等受付窓口 

    居宅介護課（生活相談員） 秋山 優希 

居宅介護課 電話番号 ０７４９-２７-１４１１  

ＦＡＸ ０７４９-２７-１４２９ 

     

当施設では、第三者委員を設置しています。連絡いただければ取り次ぎいたします。 

    第三者委員 川合 一弘 ・ 若林 圭子 
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（２）行政機関その他苦情・相談受付機関 

機   関   名 連   絡   先 

彦根市役所福祉保健部 

高齢福祉推進課 

彦根市平田町 670番地 

 電話番号 （０７４９） ２３‐９６６０ 

 ＦＡＸ  （０７４９） ３０‐９２３１ 

滋賀県国民健康保険団体連合会 

大津市中央 4丁目 5番 9号 

  電話番号  ０７７－５１０－６６０５ 

 ＦＡＸ   ０７７－５１０－６６０６ 

彦根市社会福祉協議会 

彦根市平田町 670番地  

福祉保健センター別館 

  電話番号  ０７４９－２２－２８２１ 

  ＦＡＸ   ０７４９－２２－２８４１ 

滋賀県運営適正化委員会 

草津市笠山７丁目８－１３８ 

      県立長寿社会福祉センター内 

  電話番号  ０７７－５６７－４１０７ 

  ＦＡＸ   ０７７－５６１－３０６１ 

  ※ 上記以外で、各保険者の介護保険担当課も苦情受付窓口がございます。 

 ※ 成年後見制度・権利擁護においても、受付機関がありますので、相談いただければ紹介

いたします。 

 

13．サービスの利用にあたっての留意事項 

 サービスのご利用にあたってご留意いただきたいことは、以下のとおりです。 

（１）サービスの利用中に気分が悪くなったときは、すぐに職員にお申し出ください。 

（２）複数の利用者の方々が同時にサービスを利用するため、周りの方のご迷惑にならないよう

お願いします。 

（３）体調や容体の急変などによりサービスを利用できなくなったときは、できる限り早めに担

当の地域包括支援センター又は当事業所の担当者へご連絡ください。 

 

14. その他 

喫 煙 ・施設内は全面禁煙となっています。 

貴重品の持

ち込み 
・貴重品の持ち込みはお断りします。 

動物の持ち

込み 
・施設内へのペットの持ち込みはお断りします。 

施設・設備

の使用上の

注意 

・施設の設備、備品等についてはその本来の用途に従って利用してください。 

・故意に、またはわずかな注意を払えば避けられたにもかかわらず、施設、設備

を壊したり、汚したりした場合にはご利用者に自己負担により原状に復してい

ただくか、または相当の代価をお支払いいただく場合があります。 

・ご利用者に対するサービスの実施及び安全衛生等の管理上の必要があると認め

られる場合には、必要な措置を取ることができるものとします。但し、その場

合、ご本人のプライバシーの保護や安全確保について十分な配慮を行います。 

・当施設の職員や他のご利用者に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動、営利活動

を行うことはできません。 
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感染症発生

時のサービ

ス提供につ

いて 

・ご利用中に、下痢や嘔吐などの症状（ノロウィルス）が現れた時には、他のご

利用者への感染を予防するためにも、一旦、利用を打ち切って自宅へお帰りい

ただきます。その後、病院等を受診され、ノロウィルス検査を受けられ、検査

結果が（－）であった場合、ご本人の症状が落ち着いたら、サービスをご利用

していただけます。 

しかしながら、ノロウィルス検査が（＋）であったり、ご本人は大丈夫でも同

居のご家族に下痢や嘔吐などの症状がある場合には、ご本人やご家族の症状が

治まって、10日以上経過した後から、サービスをご利用していただく事とな

ります。 

・インフルエンザの予防接種を受けていただいております。なお、接種を済まさ

れた方には、接種証明書（コピーでも可）をサービス利用時に、苑の方へ提出

していただきます。発熱などの症状が現れた場合には、ノロウィルスと同様に

対応していただく事となります。 
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                             令和   年   月   日 

 
 

 

 

 

 

彦根市介護予防 ・日常生活支援総合事業第１号通所事業（介護予防通所介護相当サービス）の

内容について本書面に基づき重要事項の説明行いました。 

 

                          

さざなみ苑デイサービスセンター 

                        

説明者職・氏名             ㊞ 

 

 

 

私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受けました。 
 

              

本 人 

         住 所                  

 

氏 名                   ㊞ 

 

 

代理人 

         住 所                  

 

         氏 名                ㊞ 
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【 重 要 事 項 説 明 書 別 紙 】  

彦根市介護予防 ・日常生活支援総合事業 

第１号通所事業（介護予防通所介護相当サービス） 

 「サービス利用料金表」 

令和６年６月１日 

（彦根市：地域区分 6 級地） 

項  目 利  用  料  金 

１.基本サービス料金 

ご利用者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保

険給付費額を除いた金額（自己負担額）をお支払い下さい 

区  分 
負担割合（１月あたり）（円） 

１割 ２割 ３割 

要支援１ 

(1,798単位) 
１，８４７ ３，６９３ ５，５４０ 

要支援２ 

(3,621単位) 
３，７１９ ７，４３８ １１，１５７ 

２.若年性認知症利用者 

受入加算（240 単位） 

1割 ２４７円（１月あたり）対象者に限り 

2割 ４９３円（１月あたり）対象者に限り 

3割 ７４０円（１月あたり）対象者に限り 

３.サービス提供体制 

強化加算(Ⅰ) 

要支援１：88単位 

要支援２：176単位 

1割 
要支援１：９１円（1月あたり） 

要支援２：１８１円（1月あたり） 

2割 
要支援１：１８１円（1月あたり） 

要支援２：３６２円（1月あたり） 

3割 
要支援１：２７１円（1月あたり） 

要支援２：５４３円（1月あたり） 

４.科学的介護推進体制加算 

(40単位)  

1割 ４１円（１月あたり） 

2割 ８２円（１月あたり） 

3割 １２３円（１月あたり） 

５.介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) (1～4)の計に9.2％を乗じた金額 

６.食事サービス 

食事の提供を受けた場合、１回につき６７０円（おやつを含む）の

食費をいただきます。キャンセルされる場合は、当日の１１時までに

ご連絡ください。それを過ぎますと料金をいただくこととなります

のでご注意ください。 

７.おむつ・パット代 
 基本的にご持参頂きますが、苑のものを使用した場合、

実費を頂きます。 

８.サービス提供時間外見守料 
600円/30分（※午後4時30分以降の利用についてご負担い

ただきます。） 

９.複写物 １枚 １０円 

10.その他 

 日常生活品の購入代金等ご利用者の日常生活に要する費用でご

利用者に負担いただくことが適当であるものにつきましては、そ

の実費をご負担いただきます。 
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（加算の概要） 

若年性認知症利用者受入加算 

 ・若年性認知症利用者に対してサービスを行った場合に加算します。 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 

・介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が 70％以上である場合に加算します。 

科学的介護推進体制加算 

・利用者の ADL値、栄養状態、口腔機能、認知症、その他の利用者の心身に係る基本的な情報

を厚労省に提出し、その情報を有効に活用している場合に加算します。 

介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） 

 ・介護人材の安定的確保及び資質の向上を図ることを目的として加算します。 

 

 

 


